
１．食中毒予防 手洗いマイスター事業所派遣の可否 

  下記、派遣希望します。   

  住所：                         

事業所名：            担当者：            

   

２．派遣希望日時（※希望日時を複数ご選択ください。所要時間１時間程度） 

 

 

 

 

 

３．実施内容の確認 

食中毒予防手洗いマイスター派遣にあたり、「食中毒予防手洗いマイスター派遣事業 実

施要項」を確認し、その内容を遵守します。 

      

  担当者確認サイン：                        印 

 

日付 
３／６ 

（記入例） 

３／９ 

（月） 

３／１０ 

（火） 

３／１１ 

（水） 

３／１２ 

（木） 

３／１３ 

（金） 

３／１４ 

（土） 

午前  ☓       

午後  ◯       

日付 
３／１６ 

（月） 

３／１７ 

（火） 

３／１８ 

（水） 

３／１９ 

（木） 

３／２０ 

（金） 

３／２１ 

（土） 

午前        

午後        



食中毒予防手洗いマイスター派遣事業 実施要項 

 

１. 目 的 

正しい手洗いの方法を普及啓発し、その重要性の理解と手洗いの習慣化を促進することで、

飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もつて県民の健康の保護を図る。 

 

２．実施要領 

 ① 派遣の受付・日程の調整  

  ホームページによる周知を行い、メール・FAX で参加希望を受け付ける。 

     ↓ 

 ② 事業所での手洗い場所の確認と準備（10 分） 

 事業所側：所内代表者の選任（3～5名）、手洗い場所の確保（手洗い洗剤、ペーパータオ

ル）、手順（下記③～④）および「３．実施上の注意点」の社内周知 

 手洗いマイスター：ブラックライト・ローション・配布資料１，２の準備 

 ※必要に応じて、手洗い動画、ATP 検査試薬の準備 

     ↓ 

 ③ 手洗い指導（「衛生的な手洗い」）（40 分） 

「衛生的な手洗い」（配布資料１）の説明→ローション塗布→手洗い実践→ブラックライト

による確認→「手洗い実践編」（配布資料２）への記入 

     ↓ 

 ④ 最終確認（10 分） 

・洗い残しの部分に関する具体的手順の指導、・ブラックライトによる最終確認 

 

３．実施上の注意点 

（１）新型コロナウイルス感染予防のため、会議室等で集合研修は行わず、各企業で 3～5

名の代表者を募り、指導を行う。 

（２）指導の際には、通常業務を超える人数が集まらないように配慮するとともに、指導を

受けた代表者が「衛生的な手洗い」を社内に周知する。 

（３）「衛生的な手洗い」の指導にあたっては、日本食品衛生協会発行の「衛生的な手洗い

（11 手順）」（配布資料１）リーフレットを使用するが、必要に応じてビデオ等を使用して、

指導する。 

（４）希望する企業に対しては、より簡便な ATP 検査による手洗いチェックも行うことがで

きるが、実費（200 円／回）を請求すること 

（５）希望する企業が多数ある場合には、派遣費用（2万円）を負担いただくことで派遣す

ることができるものとする。 

 

 



（配布資料１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（配布資料２） 

 


